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独 立 行 政 法 人

日本原子力研究開発機構

敦 賀 本 部

高速増殖原型炉もんじゅにおける

保守管理上の不備に係る原子炉施設保安規定の変更認可申請について

当機構は、「もんじゅ」における保守管理上の不備について、原子力規制委員会

から「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 37 条第 3項の規

定に基づく保安規定の変更命令について」（平成 25 年 5 月 29 日 原管 P 発第

1305294 号）において、「組織的要因の問題等の根本原因分析をやり直し、再発防

止対策の見直しを行うとともに、組織内における役割分担並びに責任及び権限を

確認した上で、下記＊を踏まえ、保安規定の変更を命ずる」との命令を受けまし

た。

この命令に対し、根本原因分析のやり直し、再発防止対策の見直し等を行い、

本日、原子力規制委員会に、原子炉施設保安規定の変更認可申請書を提出しまし

た。

今後も、保守管理に係る計画（Ｐ）、実施（Ｄ）及び評価（Ｃ）並びに改善（Ａ）

の各段階において、品質マネジメントシステムの継続的な改善に向けた活動に取

り組んでまいります。

＊：１ 経営層は、もんじゅの運営に当たり、安全を最優先とすることを改めて認識した上
で活動方針を定め、組織内に周知し、当該方針に基づく活動を実施させること。

２ コンプライアンスを徹底し、安全文化醸成活動の取組を強化すること。
３ 経営層及び発電所幹部の責任を明確にし、その履行状況の確認を強化すること。
４ 経営層から現場に至るまで意識の共有化を図ることができる組織を構築すること。

（「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 37 条第 3 項の規定に基づく保
安規定の変更命令について（平成 25 年 5 月 29 日 原管 P 発第 1305294 号）」より抜粋）

別紙：高速増殖原型炉もんじゅにおける保守管理上の不備に係る原子炉施設保安

規定の変更認可申請について

以 上
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高速増殖原型炉もんじゅにおける 

保守管理上の不備に係る原子炉施設保安規定の変更認可申請について 

平成 25 年 12 月 26 日 

日本原子力研究開発機構 

１．経緯 

独立行政法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）は、高速増殖原型

炉もんじゅ（以下「もんじゅ」という。）において、保全計画に定めた点検間隔/頻度で点検を

行わなかったこと等の保守管理上の不備に関連して、原子力規制委員会より、安全文化の

劣化等に対し、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 37 条第 3 項

の規定に基づく保安規定の変更命令について（平成 25 年 5 月 29 日 原管 P 発第 1305294

号）」（以下「保安規定変更命令」という。）を受領した。 

保安規定変更命令に対し、原子力機構は「もんじゅ」の保守管理上の不備に関する根本

原因分析をやり直した。根本原因分析報告書＊１を踏まえ、組織・体制や安全文化醸成活動

等について抜本的な対策を検討し、「日本原子力研究開発機構の改革計画」（以下「改革計

画」という。）及び『「もんじゅ」改革の基本計画』（以下「基本計画」という。）を策定した。また、

組織内における役割分担及び責任及び権限を確認した上で、原子炉施設保安規定の変更

案をとりまとめた。同時に、品質保証に係る技術基準の制定（平成 25年 7月 8日施行）に伴

う変更案も取りまとめ、本日、原子力規制委員会に、原子炉施設保安規定の変更認可申請

書の一部補正を行った。 

２．根本原因分析のやり直しについて 

 保安規定変更命令を受け、「もんじゅ」について、安全文化の劣化等に対し、組織的要因

の根本原因の分析をやり直した結果を根本原因分析報告書にまとめた。根本原因分析の

結果から、安全文化の 14 要素＊2 である「トップマネジメントのコミットメント」、「上級管理者

の明確な方針と実行」、「誤った意思決定を避ける方策」、「良好なコミュニケーション」、「コ

ンプライアンス」、「作業管理」、「態度や意欲」等の全般において組織要因が見いだされた。

主な要因は次のとおり。 

(1) プラントの長期停止により技術力が低下 

(2) 保守管理に係るトップマネジメントのコミットメントや管理職層のマネジメント力が不足 

(3) 保守管理活動において PDCA サイクルの計画（P）が不足 

(4) 業務遂行にあたり具備すべき技量や意識が不足 

(5) 業務遂行のためのコミュニケーションや意欲が不足 

根本原因分析報告書では、これらを含めた主たる組織要因に対して対策の提言としてま

とめた。 

1 

別紙

tamamura
長方形



３．再発防止対策の見直しについて 

 原子力機構は、「もんじゅ」の保守管理上の不備に関し、根本原因分析をやり直し、組織

的要因の分析を深堀りした上で、組織・体制や安全文化醸成活動等について、抜本的な対

策を検討し、再発防止対策を策定した。 

 一方、「もんじゅ」における保守管理上の不備、大強度陽子加速器施設 J-PARCにおける

放射性物質の漏えい事故を契機に、原子力機構は平成 25年 6月 10日に理事長を本部長

とする「原子力機構改革推進本部」を設置し、根本原因分析を踏まえ、改革に向けた課題

の調査、分析及び評価を行い、平成 25 年 9 月 26 日に「改革計画」にまとめた。 

 さらに、「改革計画」に基づき、再発防止対策に係る計画、実施、評価、改善を確実に展

開するため、「基本計画（平成 25 年 11 月 11 日（同年 11 月 18 日一部改正））」を策定した。 

「基本計画」では、保守管理上の不備に対する再発防止対策も踏まえ、「もんじゅ」改革

に関する対策項目を１４項目にまとめ、さらに各項目において活動の達成状況の確認、評

価等を行えるように達成目標を定め、再発防止、改善・改革活動を進めることとしている。 

 

４．保安規定変更等について 

上述の根本原因分析のやり直し、再発防止対策の見直しを行うと共に、命令書で指摘

のあった４項目について保安規定を変更する。また、原子力安全に係る品質方針、安全

文化醸成活動及び法令遵守の活動方針の見直しを実施した。 

 

４．１ 保安規定変更命令「経営層は、もんじゅの運営に当たり、安全を最優先とすることを

改めて認識した上で活動方針を定め、組織内に周知し、当該方針に基づく活動を実施

させること」を踏まえた変更について 

①品質方針等の見直しについて 

上記保安規定変更命令を受け、理事長は原子力安全に係る品質方針、安全文化

醸成活動及び法令遵守の活動方針の見直しを実施した。 

②マネジメントレビューの改善 

 経営層が「もんじゅ」の運営に当たり、安全を最優先とした方針を定め、当該方針

に基づく活動を実施させることを確実にするため、次の事項についてマネジメントレ

ビューの改善を行い、関連する保安規定条項を変更する。 

・年度途中の状況の変化に柔軟に対応できるよう、マネジメントレビューの開催頻度

について、これまでの原則年 1 回の実施から、原則として年度中期及び年度末に

実施する。 

・マネジメントレビューのインプット情報として、目標の実施、品質方針の見直しに係

る提案、品質マネジメントシステムに係る経営資源の配分（トップマネジメントによ

る安全確保のための経営資源の集中投入）に関する提案を行うこととし、トップマ

ネジメントとして確実にレビューする。 
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４．２ 保安規定変更命令「コンプライアンスを徹底し、安全文化醸成活動の取組を強化す

ること」を踏まえた変更について 

①関係法令及び規定の遵守に係る活動の改善 

コンプライアンスを徹底する取り組みを強化する観点から、次の事項について改善

を行い、関連する保安規定条項を変更する。 

・組織の方針を左右するような事象が現場で発生した場合、臨時レビューを開催す

る等して、関係法令及び規定の遵守を確実にするための活動方針の見直しを行う。

そのため、レビュー頻度を、これまでの「年 1 回以上」に、「原則として年度中期及

び年度末」を追記する。 

・活動方針を踏まえた活動施策がトップマネジメントのコミットメントであることを明確

にするため、理事長の職務であることを明確にする。 

②安全文化の醸成に係る活動の改善 

安全文化に係る醸成活動の取り組みを強化する観点から、次の事項について改

善を行い、関連する保安規定条項を変更する。 

・組織の方針を左右するような事象が現場で発生した場合、臨時レビューを開催す

る等して、安全文化を醸成するための活動方針の見直しを行う。そのため、レビュ

ー頻度を、これまでの「年 1 回以上」に、「原則として年度中期及び年度末」を追記

する。 

・活動方針を踏まえた活動施策がトップマネジメントのコミットメントであることを明確

にするため、理事長の職務であることを明確にする。 

 

４．３ 保安規定変更命令「経営層、発電所幹部の責任を明確にし、その履行状況の確認

を強化すること」を踏まえた変更について 

 本項目に関して、４．１項に記載の保安規定の変更に加え、下記事項について改善

を行い、関連する保安規定条項を変更する。 

①所長の管理責任者への任命 

・所長が、保守管理活動の定期的な評価・改善などの取り組みを確実にするため、

所長を「もんじゅ」の管理責任者として、「もんじゅ」の品質マネジメントシステムを

評価し、所長がマネジメントレビューへのインプットを確実に実施していく。 

②保全計画の審議の改善 

・点検期限管理の考え方や点検計画が見直される等、ルールや手順の変更時には、

発電所幹部が安全性への影響等を適切に評価して管理することとする。そのため、

保全計画の策定及び見直しについて、所に設置している保安管理専門委員会（委

員長：所長）の審議事項に追加する。 

③保守管理業務に係る各組織の役割及び責任の明確化 

・保全部の管理職が、自らの担当職務を正しく認識し、保守管理活動にあたっては、

自らの責任の下で業務を遂行する。そのため、これまで保安規定の下位文書にて
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明確にしていた保守管理業務を実施する担当職務を保安規定で明確に規定す

る。 

④保守管理の有効性評価の改善 

・所長が、保守管理活動を適切なスパンで評価し、継続的な改善に努めるため、こ

れまで保全サイクルの終了時期に実施していた保守管理の有効性評価について、

それに加え年１回実施することとする。 

 

４．４ 保安規定変更命令「経営層から現場に至るまでの意識の共有化を図ることができる

組織を構築すること」を踏まえた変更について 

・トップマネジメントによるガバナンスが有効に機能する組織として、「もんじゅ」を理事

長直轄の組織とし、経営層から現場に至るまで意識の共有を図ることができる組織

を構築するため、関連する保安規定条項を変更する。 

・「もんじゅ」を運転・保全に専念できる組織へ変更するため、支援組織としてもんじゅ

運営計画・研究開発センターを新設する。そのため、関連する保安規定条項を変更

する。 

４．５ 品質保証に係る技術基準の制定に伴う変更 

「研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品

質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則」が制定されたこ

とに伴い品質マネジメントシステムに安全文化醸成活動、関係法令遵守活動を追加す

る等の変更を行う。 

 

５．まとめ 

原子力機構は、今般の保守管理上の不備のような保安規定違反の再発を防止するため、

根本原因分析をやり直し、根本原因分析を踏まえ再発防止対策を見直し、計画的な取組を

開始している。今回、原子力機構の取組を確実にするため、マネジメントレビューの改善、

関係法令及び規定の遵守に係る活動の改善、安全文化の醸成に係る活動の改善、経営層、

発電所幹部の責任の明確化、及び組織の見直し等について、「もんじゅ」の保安規定の変

更を行う。 

保安規定の変更も踏まえ、今後も「もんじゅ」においては保守管理に係る計画（Ｐ）、実施

（D）及び評価（Ｃ）並びに改善（Ａ）の各段階において、品質マネジメントシステムの継続的な

改善に向けた活動に取り組んでいく。 

 

以上 
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*1： 高速増殖原型炉もんじゅにおける点検間隔等の変更に係る保守管理上の不備に関する根本原

因分析の報告書 （平成 25 年 12 月） 

 

*2： 原子力安全・保安院及び原子力安全基盤機構による「規制当局が事業者の安全文化・組織風土

の劣化防止に係る取組を評価するガイドライン（平成 19 年 11 月 1 日）」に記載された「8-2-1 安全

文化要素の設定」にて 14 項目として設定された安全文化の要素。 

14 項目は、(1)トップマネジメントのコミットメント、(2)上級管理者の明確な方針と実行、(3)誤った意思

決定を避ける方策、(4)常に問いかける姿勢、(5)報告する文化、(6)良好なコミュニケーション、(7)説

明責任・透明性、(8)コンプライアンス、(9)学習する組織、(10)事故・故障等の未然防止に取り組む組

織、(11)自己評価または第 3 者評価、(12)作業管理、(13)変更管理、(14)態度・意欲。 

 

 

別添資料-1： 高速増殖原型炉もんじゅにおける点検間隔等の変更に係る保守管理上の不備に関す

る根本原因分析の報告書の概要について 

 

別添資料-2： 原子炉等規制法第 37 条第 3 項の規定に基づく保安規定変更命令への対応について 
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参考資料 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 37 条第 3 項の規定

に基づく保安規定の変更命令について（平成 25年 5 月 29日 原管 P 発第 1305294

号）（抜粋） 

 

 

 第３７条第３項の規定に基づき、もんじゅについて、安全文化の劣化等に対し、組

織的要因の問題等の根本原因分析をやり直し、再発防止対策の見直しを行うとと

もに、組織内における役割分担並びに責任及び権限を確認した上で、下記を踏ま

え、保安規定の変更を命ずる。 

 

記 

１ 経営層は、もんじゅの運営に当たり、安全を最優先とすることを改めて認識した

上で活動方針を定め、組織内に周知し、当該方針に基づく活動を実施させるこ

と。 

２ コンプライアンスを徹底し、安全文化醸成活動の取組を強化すること。 

３ 経営層及び発電所幹部の責任を明確にし、その履行状況の確認を強化するこ

と。 

４ 経営層から現場に至るまで意識の共有化を図ることができる組織を構築するこ

と。 

 

 

 

 



高速増殖原型炉もんじゅにおける点検間隔等の変更に係る保守管理上 

の不備に関する根本原因分析の報告書の概要について 

 

平成 25 年 12 月 

 

１．はじめに 

平成 25年 1月 31日に原子力規制委員会へ報告した「高速増殖原型炉もんじゅにおける

点検間隔等の変更に係る保守管理上の不備」について、原子力規制庁による立入検査(2

月 14 日、15 日)、保安検査(3 月 4 日～22 日)等による事実確認が行われた。 

その後、平成 25 年 5 月に原子力規制委員会から、この立入検査等を踏まえて評価が行

われ、組織的背景要因に関して、「当委員会が重要と考えるトップマネジメント、コンプライ

アンス、職員の意欲の低下等の項目が分析されておらず、当委員会としては、現時点にお

けるＪＡＥＡによる組織的要因等根本原因に係る分析は不十分であると判断する。また、ＪＡ

ＥＡにおいては、過去からの組織的背景要因が未だに解決されずに残っているものと考え

る。」と指摘された。また、もんじゅの安全文化の劣化等に対し、組織的要因の問題等の根

本原因分析をやり直し、再発防止対策の見直しを行うとともに、保安規定を変更する等の

命令を受けた※1。 

このため、1 月の報告以降 6 月末までに明らかとなった新たな機械保修課、燃料環境課

における保守管理上の不備に係る事象も含めて、組織的要因等の根本原因分析を拡充し

て実施した。 

※1：「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 37 条第 3 項の規定に基づく保

安規定の変更命令について」（原管 P 発第 1305294 号 平成 25 年 5 月 29 日） 

 

２．根本原因分析の対象 

根本原因分析では、事実確認の内容を時系列に整理し、点検計画作成の段階、点検計

画変更の段階などに発生している問題点を抽出し、その中から主たる問題事象を特定し、

その背後要因の分析を行った。 

今回の分析対象は次のとおり。 

(1) 今回の「保守管理上の不備」に係る調査・分析 

①電気保修課の不備（平成 25 年 1 月原子力規制委員会報告済） 

②新たな機械保修課の不備（平成 25 年 3 月保安検査で指摘） 

③新たな燃料環境課の不備（平成 25 年 6 月保安検査で指摘） 

(2) トップマネジメントのコミットメントに係る調査・分析 

(3) 過去の根本原因分析等に係る調査・評価 

（添付資料-１ もんじゅ保守管理上の不備に係るＲＣＡの取組み概要） 

 

３．根本原因分析の結果 

３-１ 過去に根本原因分析等を実施したにも拘らず、不備が繰り返された原因 

過去のトラブルに係る根本原因分析の結果とそれらの対策の取り組み状況を、今回の

保守管理上の不備と比較した。その結果、過去の RCA 結果に基づく幾つかの対策と同様

別添資料-1 
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の対策が今回の「保守管理不備」に対しても必要とされており、結果として過去のトラブル

に係る組織要因が解決されずに残っている。 

その原因としては、具体的な対策を計画する際、十分検討しないままに対策を施してお

り、一部で対策の効果が十分でないものが見られた。また、対策実施後に原因となった組

織要因に対する改善効果があったかどうかなどについて、現場の第一線まで効果の確認

が必ずしも十分でなかった等、対策の有効性についてのフォローが十分なものでなかっ

た。 

一方、後述する今回の「保守管理不備」に係る RCA の結果からは、安全文化の要素の

全般において劣化兆候が確認されており、原子力施設の安全確保には不可分である安全

文化が醸成されていないことがトラブルを繰り返している重大な要因と考えられる。 

このため、今回のような事態を繰り返さないために、今後は、具体的な対策の策定時に

効果の確認（実効的な対策であることや対策によって発生する副作用等）及び対策の実施

後に対策の有効性の評価（担当者等へのインタビュー等による対策の浸透具合の確認等）

を行い、その結果のフィードバックを行って取り組みが定着するよう確実にフォローしていく

必要がある。 

 

３-２ 今回の保守管理の不備を引き起こした代表的な組織要因 

各不備事象に関する要因及び上記 2-1の過去のRCA結果に対する要因を含めて分析・

評価した結果として得られた主な背後要因について、ＪＯＦＬ（ＪＮＥＳの組織要因表）の視点

に基づき組織要因を整理し、さらに、抽出された組織要因を「規制当局が事業者の安全文

化・組織風土の劣化防止に係る取り組みを評価するガイドライン（原子力安全・保安院 平

成 19 年 11 月 1 日）」※2に示される安全文化の 14 要素の分類に基づき、安全文化の劣化

の視点から組織要因を整理、評価した。その結果、安全文化の要素全般において劣化兆

候が確認された。 

※ 2 ：ガイドラインは、原子力安全基盤機構「安全文化の理解と評価のための手引き

（JNES-SS-0615-1）」と同じものである。 

（添付資料-２ 安全文化の視点からの主な組織要因の整理、評価と対策提言） 

 

安全文化の劣化兆候が確認された代表的な組織要因として、以下があげられる。 

（１） トップマネジメントのコミットメントが現場の第一線まで浸透していない 

（２） 上級管理者の明確な方針と実行が十分に行われていない 

（３） 誤った意思決定を避けるためのチェック機能が効果的に働いていない 

（４） 経営と現場及び職場内のコミュニケーションが有効に機能していない 

（５） 自ら定めたルールを守る等のコンプライアンス意識の徹底が図られていない 

（６） 技術力を維持・向上させる等、学ぶ姿勢が不足している 

（７） 作業管理のＰＤＣＡが回っていない 

（８） 管理者のリーダーシップや意欲が低下している 

 

それらを踏まえた組織要因と対策提言の具体例を以下に示す。 
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（１）トップマネジメントのコミットメントが現場の第一線まで浸透していない 

トップマネジメントが安全を最優先するという明確なメッセージを現場の第一線の業務

にまで浸透しておらず、更には保全計画の遂行に必要な資源の配分が十分になされ

ていない。 

〔対策提言〕トップマネジメントは、安全確保を最優先とするメッセージを浸透させ、機構業

務に確実に反映させるために必要な組織体制の強化や仕組みの構築を図ること。あ

わせてメッセージに見合う保全計画の遂行に必要な資源配分を確実にすること。 

 

（２）上級管理者の明確な方針と実行が十分に行われていない 

所長は、トラブル等によって保全サイクルが長期化しているにも拘らず、保守管理の実

施方針に示された保守管理活動を評価し改善することに取り組んでいなかった。また、

センター幹部は、日常の保守管理を通して保全プログラムを充実・発展させ、最適化す

るためのマネジメントについて長期視点で取り組むことが十分でなかった。さらに、安全

統括部長、統括監査の職及び安全監査室長は、安全監査に必要な専門知識や経験を

持つ監査員を確保するための環境整備や監査員が不足しており、監査機能が十分に

発揮されなかった。 

〔対策提言〕所長は、保守管理活動が確実にできる業務フローを明確にしてルール化し、

保守管理活動の定期的な評価・改善などの取り組みを確実に実施すること。また、セ

ンター幹部は、日常の保守管理を通してプラント状態に応じた保全プログラムの最適

化のため、プラント保全管理の実践経験を有する者を配置する等して長期的な目標・

視点を持って高速炉の保全プログラムとして組織的に取り組むこと。さらに、経営層は、

安全監査に必要な専門知識や経験を持つ監査員を確保するための環境整備を行うた

めの組織の見直し、必要な経営資源の投入を行うこと。 

 

（３）誤った意思決定を避けるためのチェック機能が効果的に働いていない 

センター幹部、ライン職及び会議体は、保安規定に明記のない事項について別にルー

ルを制定すれば対処できるとする等、保安活動における意思決定にあたって、本来の

チェック機能が効果的に働いていない。 

〔対策提言〕センター幹部は、ルールの制改定にあたって、保安規定との整合を確実に

するよう、ライン職や会議体でのチェックと品質保証部門による横串が機能する仕組

みを構築すること。 

 

（４）経営と現場及び職場内のコミュニケーションが有効に機能していない 

運営管理室長及びプラント保全部長は、点検工程と試験工程の整合を現場に確認せ

ず、経営層や所長へ点検工程の確保を意見できなかったこと、また経営層及び所長も、

点検工程の確保等に係る現場とのコミュニケーションが不足した。さらに、点検業務の

課題を解決するようなこと及び点検期限が超過することについて、保守担当と課長間

でコミュニーションが取れていない。 

〔対策提言〕経営と現場との連携を密にするための経営支援組織の在り方を見直し、保

全計画の実施を確実にする等の現場の課題について、経営層から センター幹部及
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び現場までのコミュニケーションが円滑に行われるように、組織体制の強化を含めた

情報伝達経路と手段の見直しを行うこと。また、報告・連絡・相談の徹底化を通じて、

点検業務の課題を明確にしてこれを共有し、オープンな議論を重ねて課題を解決する

よう、保守担当者との良好なコミュニケーションに努めること。 

 

（５）自ら定めたルールを守る等のコンプライアンス意識の徹底が図られていない 

センター幹部が、保全計画と整合した点検工程を確保するという保安規定遵守の意識

が欠けており、点検計画を遵守できていない等、ルールが遵守されていない。 

〔対策提言〕センター職員は、保安規定を遵守するというコンプライアンス意識を徹底し、

ルールに従った業務の実施を確実にすること。 

 

（６）技術力を維持・向上させる等、学ぶ姿勢が不足している 

所長は技術伝承のための人的配置計画が適切でなかったこと等、組織各層の構成員

の育成と動機付けを図り、組織の技術力を維持・向上させる取り組みが行われていな

い。また、プラント保全部において、十分な検証を行わないままにメーカ推奨値には安

全裕度が加味され保守的であると判断しており、保安活動に関連する知見・情報・デー

タの活用において適切なマネジメントがなされていなかった。 

〔対策提言〕所長は、組織各層の構成員の力量を維持するため、長期的視野で次代を担

う人材の配置と育成を行い、技術的知見・経験の蓄積による技術力の維持・向上を図

ること。また、プラント保全部長は、保安活動に関連する知見・情報・データの根拠につ

いて、設計・製作を担当した元請メーカの経験・知見を一元化して利用できるようにす

るとともに、これらデータ等の管理について先行的に取り組みを行っている原子炉施設

の知見を学び、安全の確保を確実にして業務に適用すること。 

 

（７）作業管理のＰＤＣＡが回っていない 

プラント保全部長及び電気保修課長は、点検計画を遵守できるプラント工程の検討を

行っていない。また、プラント保全部長は、保全の有効性評価の部内サポートや点検

計画のマネジメントを行っていない。さらに、点検期限の超過の調査において調査方法

の統一化や共有化が行われていない。 

〔対策提言〕センター職員は、「段取り八分」と言われる作業計画を十分に検討し、無理の

ない工程計画、作業条件、作業環境の整備等について、先行的に取り組みを行ってい

る原子炉施設の知見を学び、マネジメントを確実にして計画に基づく作業管理を適切

に行うこと。 

 

（８）管理者のリーダーシップや意欲が低下している 

保修計画課長は、点検計画の管理等は保守担当課で行うべきとして自らの保安規定

の職務である保守の計画及び管理を行わなかったこと、プラント保全部長及び保修計

画課長は月間レビューの確認、管理を怠ったこと、さらに、保修計画課長及び電気保

修課長は点検期限の超過の調査において調査方法の統一化等を行わなかった等、管

理者のリーダーシップ、管理の意欲や姿勢の向上等に取り組んでいない。 
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〔対策提言〕プラント保全部の管理職は、自らの担当職務を正しく認識して保安規定に基

づく保全計画の厳格な遵守に努め、保守管理活動にあたっては、自らの責任の下、権

限の委譲と実施責任を与えて業務を遂行させるとともに、実施状況を自ら確認して業

務の完遂を確実にするようリーダーシップの発揮に取り組むこと。 

 

４．まとめ 

分析の結果、安全文化の要素である「トップマネジメントのコミットメント」、「上級管理者の

明確な方針と実行」、「誤った意思決定を避ける方策」、「良好なコミュニケーション」、「コン

プライアンス」、「作業管理」、「態度や意欲」等の全般において組織要因が見いだされた。

それら組織要因を整理すると次の 5 項目にまとめられる。 

① プラントの長期停止により、現場での運転保守を通じた技術実証活動を行えず、技

術力が低下した 

② 保守管理上の課題に関するトップマネジメントのコミットメントや担当者への指導・フォ

ロー、技術継承への取り組みなど管理職層のマネジメント力が不足している 

③ 「段取り八分」と言われる作業計画が十分に検討されておらず、保守管理活動におい

てＰＤＣＡサイクルの計画（Ｐ）が不足している 

④ 職員の育成と動機付けを図り、組織の技術力や法令遵守に係る理解や意識を維持・

向上させる取り組みが適切に行われおらず、業務遂行にあたり具備すべき技量や意

識が不足している 

⑤ 職員の日常業務への意欲や姿勢の向上、モチベーションの高揚に十分に取り組んで

おらず、業務遂行のためのコミュニケーションや意欲が不足している 

これらを含めた主たる組織要因に対しは、３-２項の「対策提言」としてとりまとめた。 

 

もんじゅは過去のトラブル等の経験を通じて、現場の保守管理等に係るマネジメント力が

不足していたことから、重点的な教育の実施や機構内の他職場からの要員補強などに取り

組んできた。しかしながら、再び今回の「保守管理の不備」を招いたことは、これらの対策が

十分でなかったことを示している。このためセンター幹部は、管理職層が具備すべき力量に

係る教育プログラムを整備するとともに、先行的に取り組みを行っている原子力施設のマ

ネジメントに係る知見を学び、マネジメント力の育成・向上を図る必要がある。また、所長は、

組織各層の構成員の力量を維持するため、長期的な視野で次代を担う人材の配置と育成

を行い、技術的知見・経験の蓄積により技術力の維持・向上を図る必要がある。 

 

経営は、トップマネジメントのコミットメントとして安全確保を最優先とした事業の推進に必

要な資源配分を確実にするとともに、品質方針および安全文化醸成活動に係る方針を再

検討し、安全確保の目標を達成するために必要な組織体制の強化や仕組みの再構築を図

る必要がある。また、安全監査に必要な専門知識や経験を持つ監査員を確保するための

組織の見直しや必要な資源投入を行う必要がある。 

 

加えて、機構役職員は、今回の問題が業務遂行に必要な技量や管理意識の不足、業務

のルールやプロセスの不備の放置、コンプライアンス意識の不足など、組織人としての基

本とも言える能力や意識の不足に起因していることを重く受け止め、もんじゅのみの問題と
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捉えることなく自ら技量の研鑽や意識改革に努め、失敗は二度と許されないとの強い信念

のもと、信頼の回復に努めていく必要がある。また、職場での意識改革やコミュニケーショ

ンの活性化を進め、良好な職場風土を醸成していく必要がある。 

 

以 上 

添付資料-１ もんじゅ保守管理上の不備に係るＲＣＡの取組み概要 

添付資料-２ 安全文化の視点からの主な組織要因の整理、評価と対策提言 

6 
 



 
 

25 1  

 

25 3  

 

25 6  

 

 

 
SAFER  

 

 

 

 

 

 

*  

 

 

 
-  

 

 

 

JOFL  

 
1)Na 20 3  

2)Na 20 9  

3) 20 9  

4) 22 8  

5) D/G 22 12  

6) 22 2   

 

(  

-  









 

-2 

1 

 



 

2 

 



 

5.4  5.4  

3 

 



 

 

 

 

 

 

4 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 



 

7 

 



 

8 

 



 

9 

 



 

10 

 



 

11 

 



 

12 

 



 

13 

 



 

14 

 



 

15 

 



 

16 

 



 

17 

 



 

18 

 



 

19 

 



 

 

 

 

 

20 

 



 

21 

 



 

22 

 



 

23 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

      

 
 

 

 

 

  

 

  

 

   


	【
	別添資料_1~3.pdf
	別添資料-1_131225_ＲＣＡ報告書の概要版Rev3
	別添資料-1の添付資料-1_拡充分析のプロセス概要Rev3（130828）
	別添資料-1の添付資料-2_（A4サイズ）安全文化の視点からの主な要因の整理、評価と対策提言Rev4
	別添資料-2_⑨補足資料 表-1 保安規定変更命令と保安規定変更案_R12
	別添資料-2_最終頁（A3サイズ）比較表　別図４(安品推進室)r1





